
病
気
や
け
が
で
病

院
等
に
比
較
的
長
く

入
院
し
た
り
、
治
療

が
長
引
い
た
場
合
に

は
、
医
療
費
の
自
己

負
担
額
が
高
額
と
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
少

し
で
も
家
計
の
負
担

を
軽
減
で
き
る
よ
う

に
、
一
定
の
金
額

（
自
己
負
担
限
度
額
）

を
超
え
た
部
分
が
払

い
戻
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
制

度
を
「
高
額
療
養
費
」

と
い
い
ま
す
。
自
己

負
担
限
度
額
は
、
年

齢
や
所
得
、
高
額
療

養
費
の
給
付
回
数
に

よ
り
異
な
り
ま
す

（
図
表
）
。
た
だ
し
、

保
険
外
併
用
療
養
費

（
※
）
の
差
額
部
分

や
入
院
時
食
事
療
養

費
、
入
院
時
生
活
療

養
費
（
「
健
康
保
険
の
給
付
い
ろ

い
ろ
第
３
回
」
参
照
）
の
自
己
負

担
額
は
、
高
額
療
養
費
算
定
の
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

入
院
時
の
治
療
費
用
が
い
く
ら

な
の
か
、
医
療
機
関
か
ら
の
請
求

書
を
見
る
ま
で
は
不
安
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
な
時
に
は
大
至
急
、
協

会
け
ん
ぽ
へ
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
の
交
付
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

医
療
機
関
の
窓
口
に
健
康
保
険
証

と
共
に
提
示
す
れ
ば
、
自
己
負
担

限
度
額
の
支
払
い
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

退
院
後
に
外
来
で
の
治
療
を
受

け
る
時
や
、
同
じ
月
内
に
複
数
の

病
院
へ
通
院
し
て
合
計
す
る
と
か

な
り
の
金
額
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、
入
院
・
外
来
ご
と

に
、
同
一
人
・
同
一
医
療
機
関
・

同
一
診
療
科
（
平
成
22
年
4
月
診

療
月
分
以
降
は
、
同
一
人
・
同
一

医
療
機
関
）
で
2
万
１
千
円
以
上

の
自
己
負
担
額
に
な
る
か
、
確
認

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
２

万
１
千
円
以
上
に
な
っ
た
自
己
負

担
額
を
足
し
て
、
自
己
負
担
限
度

額
（
図
表
）
を
超
え
た
場
合
に
、

差
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
※
）
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い

診
療
が
あ
る
と
、
保
険
が
適
用

さ
れ
る
診
療
も
含
め
て
、
医
療
費
の
全

額
が
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
保
険
外
診
療
を
受
け
る
場

合
で
も
、
一
部
は
保
険
診
療
と
の
併
用

が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
通
常
の
治
療
と

共
通
す
る
部
分
（
診
察
・
検
査
・
投
薬
・

入
院
料
等
）
の
費
用
は
、
一

般
の
保
険
診
療
と
同
様
に
扱

わ
れ
、
そ
の
部
分
に
つ

い
て
は
一
部
負
担
金
を

支
払
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

残
り
は
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
と
し

て
健
康
保
険
か
ら
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
。
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入
院
し
た
時
の

味
方

通
院
費
用
に
も
可
能
性
が

（
七
〇
歳
未
満
の
方
の
場
合

）

次
回
は
、
高
額
療
養
費
に
つ

い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
を
掲
載
い
た
し
ま

す
。

窓
口
負
担
を
軽
減
し

た
い
時
に
は

70歳未満の方の自己負担限度額（月単位）

所得区分 自己負担限度額 〈 〉内は多数該当

上位所得者

（標準報酬月額53万円以上の方）

低所得者（住民税非課税の方） 35,400 円 〈24,600 円〉

一般

150,000円＋（総医療費－500,000 円）×１％

〈83,400 円〉

80,100 円＋（総医療費－267,000 円）×１％

〈44,400 円〉

70歳以上75歳未満の方だけの世帯の自己負担限度額（月単位）

所得区分
自己負担限度額 〈 〉内は多数該当

現役並み所得者
（標準報酬月額28万円以上かつ
年収が夫婦世帯520万円以上、単
身世帯383万円以上の世帯の方）

外来のみ（個人ごと） 外来分+入院分（世帯ごと）

一般

低所得者Ⅱ（住民税非課税の方）

低所得者Ⅰ（年金収入80万円以下等）

44,400 円

24,600 円

8,000 円

8,000 円

44,400 円【※平成２３年３月まで】

24,600 円

15,000 円

70未満と70歳以上75歳未満の方の両方がいる世帯の自己負担限度額（月単位）

①で計算 ⇒ ②で計算 ⇒ ③で計算

区分

70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額〈 〉内は多数該当
70歳未満
の 方 の 所
得区分

③70歳未満の方の窓口負担額と７０歳
以上７５歳未満の方の窓口負担を合計
（世帯全体）①外来のみ

（個人ごと）
②外来+入院（世帯ごと）

現役並み
所得者

一般

44,400 円
80,100 円＋
（総医療費－267,000 円）
×１％ 〈44,400 円〉

24,600 円 44,400 円
【※平成２３年３月まで】

8,000 円

8,000 円

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

上位所得者

一般

上位所得者

一般

24,600 円

15,000 円
低所得者

150,000 円＋（総医療費－500,000 円）
×１％ 〈83,400 円〉

80,100 円＋（総医療費－267,000 円）
×１％ 〈44,400 円〉

150,000 円＋（総医療費－500,000 円）
×１％ 〈83,400 円〉

80,100 円＋（総医療費－267,000 円）
×１％ 〈44,400 円〉

35,400 円〈24,600 円〉

80,100 円＋（総医療費－267,000 円）

×１％ 〈44,400 円〉



倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職

さ
れ
た
方
（
雇
用
保
険
の
特
定
受

給
資
格
者
）
や
、
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
り
離
職
さ
れ
た
方
（
雇
用
保

険
の
特
定
理
由
離
職
者
）
の
国
民

健
康
保
険
料
（
税
）
を
軽
減
す
る

制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
対

象
者
等
の
詳
細
は
、
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
に

つ
い
て
は
、
軽
減
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

一
．
給
与
以
外
に
所
得
が
あ
る
場

合国
民
健
康
保
険
料
は
、
市
区
町
村

に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、

定
額
部
分
（
均
等
割
・
資
産
割
・

世
帯
平
等
割
）
と
所
得
比
例
部
分

（
所
得
割
）
に
分
け
て
計
算
し
ま

す
。
今
回
の
軽
減
対
象
は
、
所
得

比
例
部
分
（
所
得
割
）
の
基
礎
と

な
る
金
額
の
う
ち
、
給
与
所
得
に

関
し
て
の
み
100
分
の
30
と
み
な
す

の
で
あ
り
、
他
の
所
得
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ら
は
軽
減
対
象
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

二
．
同
一
世
帯
で
複
数
人
が
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合

配
偶
者
や
子
、
親
な
ど
も
一
緒
に

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合

に
は
、
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
「
均
等
割
」
に
よ
っ
て
定
額
の

保
険
料
を
負
担
し
ま
す
。
ま
た
、

配
偶
者
や
子
、
親
な
ど
に
所
得
が

あ
る
場
合
に
は
「
所
得
割
」
に
加

算
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
軽
減
対
象
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

三
．
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
で
は

な
い
場
合

軽
減
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
職
の
手
続
き

時
に
交
付
さ
れ
る
雇
用
保
険
の

「
受
給
資
格
者
証
」
が
必
要
で
す
。

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
に
な
ら
な

い
働
き
方
を
し
て
い
た
方
た
ち
は
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

前
年
の
所
得
額
に
よ
っ
て
は
、
従

来
の
保
険
料
減
免
措
置
の
対
象
と

な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

離
職
当
時
加
入
し
て
い
た
健
康

保
険
に
、
事
業
主
負
担
の
保
険
料

も
自
己
負
担
す
る
こ
と
で
引
続
き

加
入
で
き
る
「
任
意
継
続
」
制
度

が
あ
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
料

と
ど
ち
ら
が
保
険
料
の
負
担
が
軽

い
の
か
を
比
較
し
て
、
健
康
保
険

を
決
定
し
ま
し
ょ
う
。

1
日
（
～
７
月
12
日
）

労
働
保
険
の
今
年
度
の
概
算
保
険
料
の

申
告
と
昨
年
度
分
の
確
定
保
険
料
の
申

告
書
の
提
出
［
都
道
府
県
労
働
局
又
は

労
働
基
準
監
督
署
］

10
日

雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
の
提

出
（
前
月
以
降
に
採
用
し
た
労
働
者
が

い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始
届
の
提

出
（
前
月
以
降
に
一
括
有
期
事
業
を
開

始
し
て
い
る
場
合
）［

労
働
基
準
監
督
署
］

30
日

健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報
告
書
の

提
出

［
年
金
事
務
所
］

労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・
納
付
計

器
使
用
状
況
報
告
書
の
提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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月
に
数
回
、
年
金
相
談
員
と
し

て
年
金
事
務
所
へ
出
務
す
る
機
会

を
得
ま
し
た
。
年
金
に
関
す
る
相

談
以
外
に
健
康
保
険
や
退
職
時
の

失
業
給
付
に
関
す
る
質
問
も
あ
り
、

相
談
窓
口
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
サ
ー

ビ
ス
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

六
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付

藤田社会保険労務士事務所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

TEL・FAX 075-571-8611

E-mail

k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

対象者

軽減額

軽減期間

・雇用保険の特定受給資格者

・雇用保険の特定理由離職者

※ 平成２１年３月３１日以降

に離職した方は、平成２２年度

に限り適用

前年の給与所得を３０/１００

とみなす

離職の翌日から翌年度末まで

Ｑ毎年、定期健康診断を実施しています。

そのつど健康診断の項目に「要観察」や

「再検査」との診断を受ける従業員が、数名い

ます。会社としてどのように対応すればいいか

教えて下さい。

Ａ定期健康診断結果（「異常なし」「要観

察」「再検査」などの診断区分）によっ

て、その後の会社の対応が異なります。「再検

査」「要治療」の所見では、本人へ再検査等の

受診を勧奨するとともに、その結果を、意見を

聴く医師等に提出するように働きかけることが

適当です。しかし、再検査（二次健康診断）等

は、診断の確定や症状の程度を明らかにするも

ので、特殊健康診断以外では会社に実施を義務

づけていません。

異常の所見がある労働者の就業上の措置等に

ついては、産業医の選任事業場は産業医から、

産業医がいない事業場は、労働者の健康管理を

行うのに必要な医学的知識を有する医師等から

意見を聴くことが適当です。

医師等の意見を勘案し、必要があると認める

ときは、本人の事情を考慮して、①就業場所の

変更②作業の転換③労働時間の短縮④深夜業の

回数の減少等など、適切な措置を講じなければ

なりません。

定期健診後の会社の対応

編
集
後
記


